
 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年１０月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４門第３４号 

事故等種類 運航阻害 

発生日時 平成２６年２月７日（金） １５時１０分ごろ 

発生場所 山口県下関市六連
む つ れ

島東方沖 

六連島東防波堤灯台から真方位１４２°１５０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°５８.４′ 東経１３０°５２.２′） 

事故等調査の経過  平成２６年３月１９日、本インシデントの調査を担当する主管調査

官（門司事務所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

旅客船 六連
む つ れ

丸、４８トン 

 １３４６１２、山口県下関市 

 乗組員等に関する情報 船長、三級海技士（航海） 

機関長、二級海技士（機関） 

 死傷者等 なし 

 損傷 なし 

 事故等の経過 本船は、船長及び機関長ほか１人が乗り組み、山口県下関市六連島

港を平成２６年２月７日１５時００分ごろ出港し、下関市竹埼桟橋に

向けて航行を開始した。 

船長は、１５時１０分ごろ、北進中のコンテナ船を回避するため、

転舵し、主機を通常使用の回転数毎分（rpm）約１,８００から約

２,１００に増速した際、回転数が維持されず低下し始め、金属音が

機関室で発生したので、約１,０００rpm に減速を行い、竹埼桟橋に係

船し、以後の定期運航を中止した。 

主機は、２番シリンダのピストン、シリンダライナ及びクランクピ

ンメタルが焼損しており、竹埼桟橋において、修理された。 

 気象・海象 気象：天気 雪、風向 東、風速 ３m/s、視界 良好 

海象：波高 約０.２ｍ 

 その他の事項 主機は、約２,１００rpm において、黒煙が発生しており、回転数を

約１,０００rpm に減速すれば、黒煙が発生しなくなった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

本船は、六連島東方沖を航行中、主機の回転数を増速した際、黒煙

が発生するなどの過負荷運転となったことから、２番シリンダのピス

トンが過熱し、通常の使用回転数を維持できなくなり、運航が阻害さ



 

れたものと考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が、六連島東方沖を航行中、主機の回転数

を増速した際、黒煙が発生するなどの過負荷運転となったため、２番

シリンダのピストンが過熱し、通常の使用回転数を維持できなくなっ

たことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・主機は、通常の使用回転数で黒煙が発生しないよう、定期的にピ

ストン抜出し整備を実施し、摩耗した部品等を適切に交換するこ

とが望ましい。 

 


